
沖縄県港湾管理条例の改正が沖縄県議会で可決され、

令和８年４月１日からマリーナの使用料が改定されます。

沖縄県土木建築部港湾課

使用料改定のポイント

陸置・海上係留使用料、上下架施設（クレーン）、

船台など、全体的に使用料を改定します。

沖縄県民の年間使用には、特別の使用料を設定します。

（沖縄県民：県内に住民票がある個人・県内に本店がある法人）

使用料の単位を区画当たりとし、双胴船（カタマラン）については

２区画分の使用料を徴収します。※令和８年度中は1.5区画分

給水・給電施設使用料を見直して減額したほか、常時パワーポスト

に接続する方向けに、１か月単位の給電施設使用料を新設します。

船台置場使用料を新設します。

※➌以下は、宜野湾港マリーナについての改定です。

宜野湾港マリーナ
TEL:098-897-7017

与那原マリーナ
TEL:098-945-8131

2026/5/8

資料８及び資料11



●使用料改定の時期

令和８年(2026年)４月１日以降の使用許可から適用されます。

上下架施設使用料、シャワー使用料、駐車

場使用料など、使用する日に納付する使用

料は、使用する日が３月31日以前の場合は

従来の使用料となります。

年間使用・月間使用の場合、書類を提出後、

指定管理者が使用許可をしたタイミングが

３月31日以前である場合は、４月以降の分

も従来の使用料となります。

※ 通常、更新（新たな使用許可）の前々月に指定管理者からお知らせをしています。

※ いつまでに書類を提出すれば従来の使用料になるかについては、指定管理者からのお

知らせにてご確認ください。提出書類に不足があると３月中に使用許可ができない場合

がありますので、不足の無いようにご準備ください。

改定後の使用料

更新の
お知らせ

書類提出 使用許可

書類提出 使用許可

使用開始

使用開始

（従来の使用料）

（改定後の使用料）

3/31 4/1

従来の使用料

提
出
期
限
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●使用料の改定

陸置・海上係留使用料をはじめ、全体的に使用料を改定します。

沖縄県民の年間使用には割安な特別の使用料を設定します。

詳細は、末尾の資料でご確認ください。

新使用料
従来の使用料区分

県内県外

383,000円478,800円300,382円陸置・９～10ｍ
宜
野
湾
港

マ
リ
ー
ナ

504,000円630,000円388,967円海上係留・10～11ｍ

47,200円59,000円38,500円ディンギー・３～５ｍ

122,600円153,300円95,210円水上オートバイ

474,980円593,670円399,905円陸置・９～１０ｍ
与
那
原

マ
リ
ー
ナ

654,170円817,740円545,204円海上係留・10～11ｍ

59,840円74,800円52,932円ディンギー・３～５ｍ

◇新しい使用料の例 ※年額

※ 県内とは、沖縄県内に住所がある個人及び沖縄県内に本店がある法人をいいます。

※ 与那原マリーナの使用料には、附帯施設使用料を含みます。

新使用料従来の使用料区分

1,380円856円海上係留１日・５ｍ未満

宜
野
湾
港

マ
リ
ー
ナ

5,060円2,560円上下架施設１回・10－11ｍ

最大600円300円駐車場使用料・１日

300円160円シャワー使用料

3,553円2,365円海上係留１日・10ｍ未満

与
那
原

マ
リ
ー
ナ

5,060円2,560円上下架施設１回・10－11ｍ

最大600円300円駐車場使用料・１日

300円200円シャワー使用料

◇新しい使用料の例 ※その他

※ 与那原マリーナの海上係留使用料には、附帯施設使用料を含みます。
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●カタマラン（双胴船）の扱いについて

利用単位を「１艇当たり」から「１区画当たり」に変更します。

これに伴い、カタマランは今後２区画分の使用料を徴収します。

特例として、令和８年度中は1.5区画分の使用料とします。

Ａ Ｂ

モノハル（単胴船）のＡと、カタマラン（双胴船）のＢは、これまで同じ艇長なら同じ

使用料でした。改正後は、カタマランは２区画分の使用料となります。

宜野湾港マリーナが対象

令和７年度
（従来の使用料）

令和８年度
（特例期間）

令和９年度
(新しい使用料）

◇カタマランの使用料の考え方の例 ※毎年９月許可の場合

1.5区画分 ２区画分１区画分

令和７年９月
許可

令和８年９月
許可

令和９年９月
許可
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新使用料従来の使用料区分

150円160円給水施設使用料・30分当たり

150円200円給電施設使用料・30分当たり

14,300円設定なし給電施設使用料・１か月当たり

廃止9円給油施設使用料・１リットル当たり

●給水・給電・給油施設使用料について

宜野湾港マリーナが対象

●船台置場使用料の新設について

宜野湾港マリーナが対象

陸置以外で、自分の船台をマリーナに置く方に向けて
船台置場使用料を新設します。

船台をマリーナに持ち込んでいる方は、４月から使用料が必要
になります。

給水・給電施設使用料を減額し、30分当たり150円とします。

常時給電希望の方には、１か月当たりの使用料を設定します。

給油施設使用料は廃止します。

◇新しい使用料の例

○ 給水施設・給電施設は必ず管理棟で申込みをしてから使用してください。

無断使用は厳禁です。

○ パワーポストに常時接続する方は、１か月当たり使用料の申込みをしてください。

お願い（宜野湾港マリーナ）

※ パワーポストの整備状況等により、１か月当たり使用料はお申込みいただけない場

合があります。

※ 与那原マリーナには、給水・給電・給油施設使用料はありません。
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新しい
使用料

従来の
使用料

区分

22,60014,0545m未満

陸
置

１
月
単
位
の
使
用

27,20017,0015-6m
31,80019,9466-7m
36,40022,8947-8m
41,00025,8408-9m
45,60028,7869-10m
50,20031,73210-11m
54,80034,67811-12m
59,40037,62412-13m
64,00040,57013-14m
68,60043,51614-15m
73,20046,46215-16m
77,80049,40816-17m
82,40052,35417-18m
87,00055,30018-19m
91,60058,24620-21m
96,20061,19221-22m

4,6002,946以降1m
27,60017,1325m未満

海
上
係
留

33,00020,4885-6m
38,40023,8466-7m
43,80027,2037-8m
49,20030,5608-9m
54,60033,9189-10m
60,00037,27610-11m
65,40040,63411-12m
70,80043,99212-13m
76,20047,35013-14m
81,60050,70814-15m
87,00054,06615-16m
92,40057,42416-17m
97,80060,78217-18m

103,20064,14018-19m
108,60067,49820-21m
114,00070,85621-22m

5,4003,358以降1m

●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

1,1307025m未満

陸
置

１
日
単
位
の
使
用

1,3608495-6m
1,5909976-7m
1,8201,1447-8m
2,0501,2928-9m
2,2801,4399-10m
2,5101,58610-11m
2,7401,73311-12m
2,9701,88012-13m
3,2002,02713-14m
3,4302,17414-15m
3,6602,32115-16m
3,8902,46816-17m
4,1202,61517-18m
4,3502,76218-19m
4,5802,90920-21m
4,8103,05621-22m

230147以降1m
1,3808565m未満

海
上
係
留

1,6501,0245-6m
1,9201,1916-7m
2,1901,3597-8m
2,4601,5288-9m
2,7301,6959-10m
3,0001,86310-11m
3,2702,03111-12m
3,5402,19912-13m
3,8102,36713-14m
4,0802,53514-15m
4,3502,70315-16m
4,6202,87116-17m
4,8903,03917-18m
5,1603,20718-19m
5,4303,37520-21m
5,7003,54321-22m

270168以降1m

宜野湾港マリーナ①
単位：円



新しい使用料従来の
使用料

区分
県内県外

189,800237,300146,6515m未満

陸
置

１
年
単
位
の
使
用

228,500285,600177,3975-6m
267,100333,900208,1436-7m
305,800382,200238,8897-8m
344,400430,500269,6358-9m
383,000478,800300,3829-10m
421,600527,100331,12810-11m
460,200575,400361,87411-12m
498,800623,700392,62012-13m
537,400672,000423,36613-14m
576,000720,300454,11214-15m
614,600768,600484,85815-16m
653,200816,900515,60416-17m
691,800865,200546,35017-18m
730,400913,500577,09618-19m
769,000961,800607,84220-21m
807,6001,010,100638,58821-22m

38,60048,30030,746以降1m
231,800289,800178,7615m未満

海
上
係
留

277,200346,500213,7945-6m
322,600403,200248,8296-7m
367,900459,900283,8647-8m
413,300516,600318,8978-9m
458,600573,300353,9329-10m
504,000630,000388,96710-11m
549,400686,700424,00211-12m
594,800743,400459,03712-13m
640,200800,100494,07213-14m
685,600856,800529,10714-15m
731,000913,500564,14215-16m
776,400970,200599,17716-17m
821,8001,026,900634,21217-18m
867,2001,083,600669,24718-19m
912,6001,140,300704,28220-21m
958,0001,197,000739,31721-22m

45,40056,70035,035以降1m

●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

宜野湾港マリーナ②
単位：円
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●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

宜野湾港マリーナ③
単位：円

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

4202753m未満

１日

デ
ィ
ン
ギ
ー

5903853-5m
8405505m以上

4,2002,7503m未満

１月 5,9003,8503-5m
8,4005,5005m以上

42,00027,5003m未満
１年

（県外）
59,00038,5003-5m
84,00055,0005m以上

33,60027,5003m未満
１年

（県内）
47,20038,5003-5m
67,20055,0005m以上

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

730440１日水
上
オ
ー
ト
バ
イ

14,6009,120１月

153,30095,210１年（県外）

122,60095,210１年（県内）

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

3,5201,8505m未満

上
下
架
施
設

3,7401,9505-6m
3,9602,0506-7m
4,1802,1507-8m
4,4002,2608-9m
4,7302,4109-10m
5,0602,56010-11m
5,3902,71011-12m
6,6003,33012-13m
7,8103,94013-14m
9,0204,55014-15m

10,6705,36015-16m
12,3206,18016-17m
13,9706,99017-18m

2,0901,010以降1m
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●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

宜野湾港マリーナ④
単位：円

新しい使用料
従来の
使用料

区分

1,760890小型
ボート用

船台

3,0801,570中型

3,9601,980大型

4,950※新設特大型

4,9502,530中型ヨット用

6,7103,390大型

1日1001日100二輪車

駐車場 1時間200
24時間最大6001日300普通自動車

1,130
※新設

1日
船台置場 22,6001月につき

237,3001年につき

4402201日につき
船具ロッカー

4,4002,2001月につき

3001601回につきシャワー

1501601基30分給水施設

1502001基30分
給電施設

14,300※新設1基1か月につき

※廃止91リットル給油施設

※ この資料は、改正後の沖縄県港湾管理条例及び沖縄県港湾管理条例施行規則の規定により適用され

る使用料を示したものです。

※ この資料と条例及び施行規則の間で相違がある場合には、条例及び施行規則の規定が優先されます。
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●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

1,4529575m未満

陸
置

１
日
単
位
の
使
用

1,7271,1335-6m
2,0021,3206-7m
2,2771,4967-8m
2,5521,6728-9m
2,8271,8599-10m
3,1022,03510-11m
3,3772,21111-12m
3,6522,38712-13m
3,9272,57413-14m
4,2022,75014-15m
4,4772,92615-16m
4,7523,10216-17m
5,0273,27817-18m
5,3023,45418-19m
5,5773,63019-20m

275176以降1m
3,5532,36510m未満

海
上
係
留

3,8942,59610-11m
4,2352,81611-12m
4,5763,04712-13m
4,9173,26713-14m
5,2583,48714-15m
5,5993,70715-16m
5,9403,92716-17m
6,2814,14717-18m
6,6224,36718-19m
6,9634,58719-20m

341220以降1m

与那原マリーナ①
単位：円

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

29,04019,3275m未満

陸
置

１
月
単
位
の
使
用

34,54023,1335-6m
40,04026,9286-7m
45,54030,7237-8m
51,04034,5298-9m
56,54038,3249-10m
62,04042,11910-11m
67,54045,91411-12m
73,04049,72012-13m
78,54053,51513-14m
84,04057,31014-15m
89,54061,10515-16m
95,04064,90016-17m

100,54068,69517-18m
106,04072,49018-19m
111,54076,28519-20m

5,5003,795以降1m
71,06047,68510m未満

海
上
係
留

77,88052,25010-11m
84,70056,80411-12m
91,52061,36912-13m
98,34065,92313-14m

105,16070,48814-15m
111,98075,04215-16m
118,80079,59616-17m
125,62084,15017-18m
132,44088,70418-19m
139,26093,25819-20m

6,8204,554以降1m
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新しい使用料従来の
使用料

区分
県内県外

243,980304,920201,7625m未満

陸
置

１
年
単
位
の
使
用

290,180362,670241,3955-6m
336,380420,420281,0176-7m
382,580478,170320,6507-8m
428,780535,920360,2728-9m
474,980593,670399,9059-10m
521,180651,420439,52710-11m
567,380709,170479,16011-12m
613,580766,920518,78212-13m
659,780824,670558,41513-14m
705,980882,420598,03714-15m
752,180940,170637,65915-16m
798,380997,920677,28116-17m
844,5801,055,670716,90317-18m
890,7801,113,420756,52518-19m
936,9801,171,170796,14719-20m

46,20057,75039,662以降1m
596,860746,130497,629 10m未満

海
上
係
留

654,170817,740545,20410-11m
711,480889,350592,76811-12m
768,790960,960640,34312-13m
826,1001,032,570687,91813-14m
883,3001,104,180735,48214-15m
940,6101,175,790783,04615-16m
997,9201,247,400830,61016-17m

1,055,2301,319,010878,17417-18m
1,112,5401,390,620925,73818-19m
1,169,8501,462,230973,30219-20m

57,31071,61047,564以降1m

●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

与那原マリーナ②
単位：円
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●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

与那原マリーナ③
単位：円

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

5393633m未満

１日

デ
ィ
ン
ギ
ー

7485173-5m
1,1007485m以上

5,3903,7733m未満

１月 7,4805,2803-5m
11,0007,5575m以上

53,90037,8073m未満
１年

（県外）
74,80051,9753-5m

110,00075,6255m以上

43,12037,8073m未満
１年

（県内）
59,84052,9323-5m
88,00075,6255m以上

新しい
使用料

従来の
使用料

区分

3,5201,8505m未満

上
下
架
施
設

3,7401,9505-6m
3,9602,0506-7m
4,1802,1507-8m
4,4002,2608-9m
4,7302,4109-10m
5,0602,56010-11m
5,3902,71011-12m
6,6003,33012-13m
7,8103,94013-14m
9,0204,55014-15m

10,6705,36015-16m
12,3206,18016-17m
13,9706,99017-18m

2,0901,010以降1m
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●資料：新しい使用料（令和８年４月１日）

与那原マリーナ④
単位：円

新しい使用料
従来の
使用料

区分

2,2001,120小型

船台 3,9601,960中型

4,9502,470大型

1日1001日100二輪車

駐車場 1時間200
24時間最大6001日300普通自動車

1,320870１日

船台置場 26,40017,570１月

277,200183,420１年

700350１日

小型

船具倉庫

14,0007,120１月

140,00071,290１年

1,200610１日

大型 24,00012,220１月

240,000122,220１年

300200１回につきシャワー

※ この資料は、改正後の沖縄県港湾管理条例及び沖縄県港湾管理条例施行規則の規定により適用され

る使用料を示したものです。

※ この資料と条例及び施行規則の間で相違がある場合には、条例及び施行規則の規定が優先されます。

※ この資料の陸置・海上係留使用料、ディンギーの使用料には、附帯施設使用料が含まれています。
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